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公の施設の使用料等の現状（H25～H27年度決算　平均額ベース）　

1.5倍

（単位：千円、施設数はH27年度末時点）

支出

使用料
①

利用料
②

合計
合計
③

地域コミュニティ 144 39,233 0 39,233 2,136,433 201,392 240,625 2,136,433 1.8% 11.3% 10% 0.9倍 変更なし

市民活動拠点 16 51,684 3,818 55,502 818,847 24,680 80,182 822,665 6.7% 9.7% 25% 2.6倍 1.5倍

文化（ﾎｰﾙ・市民会館等） 9 153,936 2,772 156,708 1,464,015 158,192 314,900 1,466,787 10.7% 21.5% 25% 1.2倍 1.2倍

美術館・博物館等 8 254,372 14,605 268,977 1,568,370 58,341 327,318 1,582,975 17.0% 20.7% 25% 1.2倍 1.2倍

青少年 15 17,794 0 17,794 502,575 7,066 24,860 502,575 3.5% 4.9% 10% 2.0倍 1.5倍

環境・産業学習 7 1,559 6,078 7,637 428,422 4,359 11,996 434,500 1.8% 2.8% 10% 3.6倍 1.5倍

スポーツ スポーツ 83 203,229 0 203,229 1,203,541 206,873 410,102 1,203,541 16.9% 34.1% 50% 1.5倍 1.5倍

保健福祉（高齢者福祉） 3 0 36,046 36,046 179,608 0 36,046 215,654 16.7% 16.7% 10% 0.6倍 変更なし

保健福祉（ｽﾎﾟｰﾂ系） 2 25,066 9,455 34,521 249,481 48,096 82,617 258,936 13.3% 31.9% 50% 1.6倍 1.5倍

保健福祉（福祉会館） 1 21,527 0 21,527 40,493 8,495 30,022 40,493 53.2% 74.1% 50% 0.7倍 変更なし

保健福祉（火葬場） 2 152,514 0 152,514 293,446 0 152,514 293,446 52.0% 52.0% 50% 1.0倍 変更なし

保健福祉（障害者福祉会館） 2 0 0 0 109,251 0 0 109,251 0.0% 0.0% 0% 0.0倍 変更なし

子育て支援 4 1,609 83,465 85,074 521,281 4,520 89,594 604,746 14.1% 14.8% 10% 0.7倍 変更なし

子育て支援（児童館） 42 0 0 0 619,098 0 0 619,098 0.0% 0.0% 0% 0.0倍 変更なし

観光 13 7,351 223,510 230,861 466,179 10,981 241,842 689,689 33.5% 35.1% 50% 1.4倍 1.4倍

産業関連（産業支援系） 5 139,374 0 139,374 579,473 35,421 174,795 579,473 24.1% 30.2% 50% 1.7倍 1.5倍

産業関連（ﾚｼﾞｬｰ系） 2 12,813 13,517 26,330 27,656 1,239 27,569 41,173 63.9% 67.0% 75% 1.1倍 1.1倍

産業関連（ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ等） 3 48,998 342,738 391,736 325,234 210,489 602,225 667,972 58.6% 90.2% 75% 0.8倍 変更なし

有料公園（ﾚｼﾞｬｰ系） 3 0 332,724 332,724 138,620 57,700 390,424 471,344 70.6% 82.8% 75% 0.9倍 変更なし

有料公園等 6 8,588 93,600 102,188 715,632 15,751 117,939 809,232 12.6% 14.6% 25% 1.7倍 1.5倍

自転車駐車場 22 124,388 0 124,388 233,165 1,067 125,455 233,165 53.3% 53.8% 50% 0.9倍 変更なし

霊園等 24 41,155 0 41,155 41,700 0 41,155 41,700 98.7% 98.7% 100% 1.0倍 変更なし

交通安全ｾﾝﾀｰ 1 0 0 0 27,499 0 0 27,499 0.0% 0.0% 0% 0.0倍 変更なし

417 1,305,190 1,162,328 2,467,518 12,690,019 1,054,662 3,522,180 13,852,347 17.8% 25.4%

値上げ実施施設（想定） 166

子育て支援

その他

合　　計

値上率

観光・産業

市民文化

社会教育

保健
福祉

管理運営
コスト
（②+③）
B

受益者
負担割合
（減免除）
（A-④）/B

収入
大分類 中分類

施
設
数

収支状況

減免額
④

受益者
負担額
（①+②+④）

A

上限値上率（激変緩和措置）

受益者
負担割合
（減免含）
A/B

受益者
負担割合
（減免含）

実質
値上率
【激変
　緩和】

見直後シミュレーション
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標準的受益者負担割合に基づく使用料見直しイメージ（あくまでも単純計算に基づく試算）

■　見直しによる値上率を「現在の使用料」に乗じて試算 （単位：円）

現在 ⇒ 基準案

小倉南生涯学習センター
大ホール
平日13時～17時

5,700 1.5 ○ 8,550

生涯学習総合センター
31学習室
12時～17時

350 1.5 ○ 525

ホール
平日13時～17時

16,700 1.5 ○ 25,050

小セミナールーム
平日13時～17時

4,500 1.5 ○ 6,750

文化施設 21.5% ⇒ 25% 北九州芸術劇場
大ホール
平日13時～17時

45,600 1.2 54,720

美術館・博物館等 20.7% ⇒ 25% 美術館
市民ギャラリー（本館）9時30分～17時:30分
黒崎市民ギャラリー　9時～19時

7,800 1.2 9,360

青少年施設 4.9% ⇒ 10% 少年自然の家 1人1泊（一般） 500 1.5 ○ 750

環境・産業学習施設 2.8% ⇒ 10% 環境ミュージアム
展示室観覧料
一般

100 1.5 ○ 150

共用・1人1回2時間以内一般 260 1.5 390

専用（体育行事使用）
平日9時～12時

5,100 1.5 7,650

庭球場 共用・1人1回2時間以内一般（砂入り人工芝） 330 1.5 495

屋外プール 共用・1人1回2時間以内一般 240 1.5 360

室内（温水）プール 共用・1人1回2時間以内一般（7・8月以外） 400 1.5 600

共用・1人1回2時間以内一般 350 1.5 ○ 525

専用（体育行事使用）
平日9時～12時

5,100 1.5 ○ 7,650

穴生ドーム 共用・1人1回2時間以内一般 500 1.5 ○ 750

観光施設 35.1% ⇒ 50%
旧九州鉄道本社
(九州鉄道記念館）

入館料・個人・大人 300 1.4 420

産業関連施設
（産業支援系）

30.2% ⇒ 50% 学術研究都市 研修室・1時間 2,800 1.5 ○ 4,200

産業関連施設
（レジャー系）

67.0% ⇒ 75% 釣り台付き遊歩道 大人日額 1,000 1.1 ○ 1,100

有料公園等 14.6% ⇒ 25% 白野江植物公園 入園料・一般 200 1.5 ○ 300

スポーツ施設 34.1% ⇒ 50%

体育館

保健福祉施設
（スポーツ系）

31.9% ⇒ 50%

市民活動拠点施設 9.7% ⇒ 25%

施設分類
受益者負担割合 現在の

使用料
値上率

障害者スポーツセンター
（体育館）

激変緩和
適用

試算 備考施設名 主な使用料項目

男女共同参画センター

スポーツ施設の体育
館と障害者スポーツセ
ンターの体育館など、
同種の施設で同一の
負担割合が設定され
ているにも関わらず、
使用料が同一でない
施設については、見
直しの際、必要に応じ
て調整を行うことがで
きる。
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施設使用料の減免状況 

本市での主な減免内容について 

○ 施設使用料は、各施設の条例や規定などに基づき減免することがで

きます。 

○ そのため、減免内容や減免額は、施設によって異なりますが、本市

で実施されている使用料の主な減免内容は下記のとおりです。 

減免対象 内  容 概算金額 

子ども 
教育機関などの団体利用や夏季期間の個

人利用に対する減免 
約０．２億円 

高齢者 
年長者施設利用証を所持する６５歳以上

の利用者に対する減免 
約１．７億円 

障害者 
身体障害者手帳等を所持する利用者に対

する減免 
約０．５億円 

市の主催事業 

共催事業など 

市の主催事業、市との共催事業、市が後援

名義の使用許可を与えた事業等の利用に

対する減免 

約４．４億円 

認定団体・ 

登録団体など 

市内に事務所を有する社会教育関係団体、

学校教育団体、社会福祉団体及び、住民自

治組織、又はこれらに準ずると認められる

団体の利用に対する減免 

約３．１億円 

その他  約０．７億円 

合   計 約１０．６億円 

  ※金額は平成２５～２７年度決算額の平均 
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北九州市 ○ ○ ○ × 12 69 3 1 1 3 5 11 1 1 1 108

札幌市 ○ × ○ × 3 35 1 39
施設独自で定めており未集計との回答。
※札幌市ＨＰで確認した数を記載

仙台市 ○ ○ ○ × 11 7 80 98 博物館等の特別展は半額

○ × 11 1 2 14
「その他」の2施設は60歳で入場料金を減
額。

○ × 2 12 4 3 3 24

千葉市 ○ × ○ × 5 36 41

横浜市 ○ ○ ○ × 6 8 19 25 58
他に民間店舗（1,846店舗）で割引制度あ
り。

川崎市 ○ ○ ○ × 13 1 4 18

相模原市 ○ × ○ × 1 5 11 4 21

新潟市 ○ × ○ × 23 3 1 1 28

静岡市 ○ ○ ○ × 7 1 8

浜松市 ○ ○ ○ ○ × 8 2 1 10 1 1 23

施設独自で定めており未集計との回答。
※浜松市のＨＰで確認した数を記載。「65歳
以上が７割以上で10名以上の団体」及び
「70歳以上の個人」が対象。

名古屋市 ○ ○ ○ × 3 2 22 32 59

○ × 1 1 京都市健康増進センター

○ × 6 6

大阪市 ○ × ○ × 13 13

堺市 ○ × ○ ○ ○ × 7 10 1 1 4 23
施設毎に適用年齢が異なる。年齢等が確認
できれば割引可能。

神戸市 ○ ○ ○ ○ × 10 1 9 2 3 3 3 31 70歳から観覧料が無料になる５施設あり

岡山市 ○ ○ ○ × 4 1 5

広島市 ○ × ○ × 2 4 2 10 27 12 57

福岡市 ○ × ○ ○ × 10 4 1 17 3 35 「５割減免の体育施設」：７０歳以上は無料

熊本市 ○ ○ ○ ○ × 15 19 1 1 36
文化・観光施設は６５歳以上
体育施設は７０歳以上

137 107 24 4 61 0 34 88 12 12 51 12 52 142 10 746

746

100%

125 38 21 4 60 0 33 88 9 7 51 1 51 141 9 638

638

100%

201

28.8% 10.0% 20.4% 9.2% 31.5%

1 0 184 64 130 59
※北九州市を
除いた計

19 10 1 18 7

268 65 134 75 204

35.9% 8.7% 18.0% 10.1% 27.3%

そ
の
他

文
化
・
観
光
施
設

文
化
・
観
光
施
設

体
育
施
設

体
育
施
設

そ
の
他

１～４割減免 その他（○○円引き等）

文
化
・
観
光
施
設

体
育
施
設

体
育
施
設

そ
の
他

　　　　　　　　　　　　　　　　高齢者の施設利用における割引制度（高齢者料金の設定を含む）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　政令市比較（Ｈ２９．４現在）

文
化
・
観
光
施
設

体
育
施
設

そ
の
他

総数 備考
6
5
歳
以
上

7
0
歳
以
上

7
5
歳
以
上

そ
の
他

文
化
・
観
光
施
設

割引対象施設

１０割減免 ６～９割減免 ５割減免

○ ×

計 20

所
得
制
限

○

京都市

○

対象年齢

6
0
歳
以
上

11

割
引
制
度
の
有
無

割
引
証
の
発
行

01 19 7 1

さいたま市

高齢者料金の

設定を含む

※各政令市の高齢者支援担当課からの回答内容等。

表内の数字は、割引制度がある施設数。

（割引制度のない施設数は未計上）
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平成29年2月調査

○ 23
マトリクス

（物価スライド） ○ 27 × ー H23にマトリクスによる見直し
H27は物価スライドによる見直し

○ 28 物価スライド ○ 28 × ー 減免の基準策定については、現段階では具体
的な検討に着手していない

× ー － × － × ー 使用料等及び減免の基準策定については、現
段階では具体的な検討に着手していない

○ 19 マトリクス ○ 23 × ー

○ 24 マトリクス × － ○ 24

○ 26 マトリクス ○ 28 × ー

○ 24 マトリクス ○ 28 ○ 15

× ー － × － × ー

○ 24 マトリクス ○ 25 × ー

○ 27 マトリクス ○ 27，28 ○ 27

○ 17 マトリクス × － ○ 17 平成18年度に料金改定を実施
（見直し内容：受益と負担の適正化）

× ー － × － × ー

○ 25 マトリクス × ー 基準に基づき毎年度点検・精査を実施し必要
に応じて施設毎に見直しを実施

△ ー － × － △ ー H29年秋に統一基準を策定予定。現在、各施
設の状況調査を準備中

× ー － ○ 24 × ー
4年に一度、使用料全般を見直しの調査を実施。
受益と負担以外に、収支の改善、利用の促進、他
都市との均衡など

× ー － × － × ー

× ー － × － × ー 3～4年に一度、使用料全般を調査して、個別
施設毎に見直しを実施

△ ー － × － △ ー

△ ー － × － △ ー 消費税引上げに合わせて、見直しを予定していた
が、国が延期したため、現在中断中

× ー － × － × ー

有 10 50.0% 8 40.0% 4 20.0%

検討中 3 15.0% ― － 3 15.0%

無 7 35.0% 11 55.0% 13 65.0%

使用料等  減免

備考

基準
策定
年度

策定
年度

設定基準等
【基準有：10都市、うちマトリクス9都市】

基準

統一的な方針に基づく
使用料等の見直し
 （平成19年度以降）

実施
年度

合
計

さいたま市

横浜市

新潟市

川崎市

岡山市

広島市

福岡市

静岡市

浜松市

堺市

神戸市

名古屋市

京都市

大阪市

熊本市

北九州市

視点

公の施設の使用料等の設定基準及び減免基準の策定について
（政令市調査結果一覧）

札幌市

仙台市

相模原市

千葉市

毎年度　個別実施

 設定基準等
【基準有：4都市】

見直し
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公の施設に係る受益と負担のあり方検討懇話会 

概 要 

１ 設置概要 

平成２８年２月に策定した「北九州市公共施設マネジメント実行計画」では、受益と負

担のあり方の視点から、公の施設の使用料等や減免制度を見直すこととしている。

使用料等及び減免制度の見直しに関して、学識経験者、企業経営・自治会活動などの実務経

験者、各世代の市民代表などの意見を幅広く聴取するもの。

２ 求める意見の方向性 

受益と負担の適正化による公の施設の使用料等及び減免制度の見直しは、市民に負担を

求める施策となる。使用料等及び減免制度の見直しにあたり、市民の理解を得られる基準を

策定するため、幅広く意見を聴取することとしている。 

本懇話会では、上記の市民意見の反映等により行われる、行政の意思決定の参考とする

ため、以下の意見を徴する。 

（１）使用料等の見直しの基本方針

（２）減免制度の見直しの基本方針

（３）その他市長が必要と認めること

３ 構成員

◎：座長、○：副座長                 （五十音順、敬称略） 

氏名 役職等 

◎ 石原 俊彦 関西学院大学 経営戦略研究科 教授 

 上田眞奈美 北九州市PTA協議会 副会長 

 篠塚 忠二 一般社団法人 北九州市老人クラブ連合会 代表理事 

○ 勢一 智子 西南学院大学 法学部 教授 

 鶴田 貴豊 NPO法人チャイルドケアサポートセンター代表 

 原田ひかる 北九州市立大学 地域創生学群3年生 

 原田 緑 株式会社 七尾製菓 代表取締役社長 

 前田 将宏 北九州市立大学 地域創生学群４年生 

 宮地 久男 北九州市自治会総連合会 副会長 
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公公のの施施設設にに係係るる受受益益とと負負担担ののあありり方方検検討討懇懇話話会会
開開催催概概要要

No. 検討項目 日程 

1 

●検討の趣旨（基準検討・策定の目的） 

●検討スケジュール 

●公の施設の現状と課題 

・財政状況の推移、人口の推移 

・公共施設の保有量、築年別状況と更新費用 

・公共施設マネジメントの取り組み 

・受益者負担の現状、減免実施状況、他都市の状況 

●受益者負担による使用料等の基本的な考え方 

・検討対象施設 

・受益者負担の対象とする費用の範囲 

4月 25日 

2 
●使用料等の設定基準について① 

●減免の見直しについて① 
5月 31日 

3 

●市民アンケートの実施結果について 

●使用料等の設定基準について② 

●減免の見直しについて② 

７月 ４日 

4 ●「公の施設に係る受益と負担のあり方について」（素案） 7月 21日 

5 
●公の施設に係る受益と負担のあり方について（素案）の

パブリックコメントの結果について 
11月 21日 
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第 1回懇話会の概要 

１ 日 時：平成２９年４月２５日（火） １４：００～１５：３０ 

２ 場 所：本庁舎５階 特別会議室Ａ （公開で開催） 

３ 議 題 

（１）公の施設の現状と課題 

（２）受益者負担による使用料等の基本的な考え方 

４ 主な意見 

○ 将来の世代に対する負担を少しでも減らしていくという視点に立った

場合、受益と負担の視点から使用料等の見直しを行うことは当然である。 

○ 施設の維持管理コストを少しでも受益者に負担してもらえば、その分を

施設の大規模改修など、いわゆる資本的支出に回すことができるのではな

いか。 

○ 施設の維持補修を市税収入等で負担し続ければ、当然財政的には厳しく

なってくる。維持補修費等を使用料の中でもう少し受益者に負担してもら

わないと、市の負担は膨れ上がっていくだろう。 

○ 将来の子どもたちや孫たちのために、若い世代の使用料を上げるよりも

65歳以上の人たちの使用料を上げることがあっても良いのではないか。 

○ 施設の利用者が少ない時間帯や曜日の使用料を安く設定するなど、たく

さん使ってもらって空きの無い状態にしていくことが大事である。 

○ 減免制度があることで、管理運営コストに対する住民の意識が薄くなっ

ているのではと感じる。減免分はいくら行政が負担しているかを周知して

いくべきである。 

○ 減免額の多さに驚いた。減免しなくてもいいと思っている市民もいると

思う。一方で、例えば、市を活性化する目的で大きな催し物をやる場合な

ど、必要な減免もあるはずだ。よく精査して、市民にわかりやすく説明し

てほしい。 

○ 例えば、自転車駐車場が今以上に値上げをして、使われなくなった結果、

更に違法駐輪が増えるのではないかと懸念される。使用料の見直しが政策

目的に与える影響も考慮すべきである。 
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第 2回懇話会の概要 

１ 日 時：平成２９年５月３１日（水） １４：００～１６：００ 

２ 場 所：北九州市生涯学習総合センター （公開で開催）  

３ 議 題 

（１）使用料の設定基準について 

（２）減免の見直しについて 

４ 主な意見 

  【全体について】 

○ 施設の維持管理に市税収入等が投入されている現状は、「『市』が負担し

ている」のではなく、正しくは「『市民』が負担している」である。 

○ 地域活動の一環として、公の施設を「無料」で利用できる場合があるが、

減免部分などを「市民」が負担しているという実態を周知することや、市

民目線でのバランス感覚を踏まえた議論が必要ではないか。 

○ 本当に将来世代のことを考えるのであれば、減価償却費も含めて議論す

べきではないか。 

  【①使用料の設定基準について】 

○ 保守･管理などに費用を要することは明らかなのに、利用者は少ない負

担で施設を利用し、修理などの費用を市民全体の負担である公費で賄う、

というのはいかがなものか。使用料をもう少し上げれば、メンテナンス費

用に充てることも可能になるのではないか。 

○ 公共料金や受益者負担割合を決める際には、「誰もが利用しやすい」こ

とを前提とした上で、収益可能性やいわゆる「世間相場」を加味するべき

ではないか。 

○ 地域コミュニティ施設の受益者負担割合１０％については、妥当なので

はないか。地域活動を支援するためと考えれば、受益者負担割合を低く設

定することも理解しやすい。  

  【②減免の見直しについて】 

○ 高齢の方々に手厚く配慮する必要があるとは考えるが、人口が減少し、

公の施設が老朽化する中、特定世代に対する手厚い配慮を継続することが、

未来の世代の負担につながっていくことをよく考えるべきである。年齢あ

りきではなく、所得制限等も検討してはどうか。 

○ 「健康寿命」といった視点もあることから、高齢者に対する減免の見直

しについては慎重に検討するべきである。 

○ 市の主催・共催事業などに多額の減免がなされているようだが、もっと

適用を厳しくし、共催した事業や団体の経理的な面などについても確認す

るべきではないか。 
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第 3回懇話会の概要 

１ 日 時：平成29年７月４日（火） １４：００～１６：００ 

２ 場 所：北九州市生涯学習総合センター （公開で開催）  

３ 議 題 

（１）市民アンケートの実施結果について 

（２）使用料の設定基準について 

（３）減免の見直しについて 

４ 主な意見 

  【①アンケート調査の実施結果について】 

○ 回答者の多くが、公の施設を利用したことがない、あるいは今は利用し

ていないようだが、使用料等を見直すのなら、利用者が利用したくなるよ

うな改善を図る必要があると思う。 

○ 「ネーミングライツ」や住民の寄付・ご厚意によって維持運営費的な部

分を賄うといった地道な取組み、社会貢献したいと考えている方や企業な

どによる「応能」的な取組みについても考慮してはどうか。 

  【②使用料の設定基準について】 

○ もっと細かく料金が設定されていれば、短時間利用を希望する人にとっ

てはお得感があり、回転率が上がることも期待できる。 

○ 使用料等が上がることで、利用者数の減少が懸念される。段階的な値上

げや、より魅力ある施設にするための取組みについても議論していく必要

があると思う。 

○ たとえば、美術館を市民が教養を深めるための場所とするか、観光都市

の目玉として魅力ある施設にしていくのかといった視点や、市が目指すと

ころの違いによって、マトリクス上の位置付けも変わってくると思う。 

○ 学校の施設を使う場合、使用料自体は無料だが、実際には光熱水費等も

かかっているはずである。何らかの見直しが必要ではないか。 

  【③減免の見直しについて】 

○ 年長者施設利用証の提示によって使用料等が無料になることがあるが、

もう少し徴収してもいいのではないか。 

○ 減免はあくまで政策的なものであり、減免による効果が証明できなけれ

ばならない。事業の有効性・効率性があるか等の観点を踏まえてチェック

などを行うべきではないか。 
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第 4回懇話会の概要 

１ 日 時：平成29年７月21日（金） １４：００～１５：３０ 

２ 場 所：北九州市生涯学習総合センター （公開で開催）  

３ 議 題 

「公の施設に係る受益と負担のあり方について」（素案） 

４ 主な意見 

○ 市民に負担を求めるのであるから、コスト計算は厳密にするべきである。 

○ マトリクス上の受益者負担割合が０、10、25、50、75、100％とな

っているが、均等に按分しておく方がよいと思われる。10%のところは

12.5%に変更してはどうか。 

○ 減免の効果等が明確ではない状況で、安易な政策減免は本末転倒である。

減免については慎重に行っていただきたい。 

○ 第２回検討懇話会において減免の状況が示されており、高齢者減免額は

年間約1.7 億円、市の主催・共催事業等や認定団体・登録団体等に対する

減免額は約７億円ということであった。しかし、今回の資料では高齢者減

免の政令市比較のみが示されており、まるで高齢者のみが減免見直しのタ

ーゲットになっているかのような印象を受けてしまう。 

○ 団体減免については、具体的な基準は明示していないものの、各所管課

が見直しを進めるべき等、課題や将来的な方向性について記載されている。

団体減免についても見直し方針が示されていると理解している。 

○ 減免制度や減免率について、一般市民にとってはわかりにくいと思う。

減免されている団体などを少し加筆しておくと、理解しやすくなるのでは

ないか。 

○ 素案の内容については概ね妥当であるし、受益者負担の理念やあり方に

ついては頭では理解しているつもりだが、数千円の値上げとなるものにつ

いてはどうしても「高いな」と感じてしまう。市民に対しては細かく、詳

しく、丁寧に説明をされた方がいいと思う。 

○ 北九州は、全国の50歳以上の人が住みたいまち第一位である。こうし

た減免制度についても、市外から人を呼び込むための宣伝の一つとして考

えられないか。 

○ 市外の人を惹きつけるような「北九州ブランド」を作るにあたって、例

えばコンベンションに重点を置いた都市ブランドづくりなどに減免制度

をうまく活用することも考えられる。 
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第 5回懇話会の概要 

１ 日 時：平成29年 11月 21日（火） １４：００～１５：００ 

２ 場 所：小倉北区役所庁舎 （公開で開催）  

３ 議 題 

公の施設に係る受益と負担のあり方について（素案）のパブリックコメントの 

結果について 

４ 主な意見 

○ 今回の見直しの必要性について市民の方にきちんと説明することが大

切である。市民に分かりやすく情報を提示することで、市民の理解や行動

も変わってくるのではないか。 

○ 値上げ後の施設の改善・改修状況などを発信していけば、市民の理解も

得やすくなるのではないか。 

○ 全体の収支バランスを定期的に調査しつつ、継続的にＰＤＣＡサイクル

を回していくことが重要である。 

○ 地域コミュニティのための施設について、住民が自ら施設の運営に携わ

ることによって管理コストが低減されるのであれば、少ない費用負担で利

用できるようにするなど、住民がメリットを享受できるような制度運営的

な工夫もありうるのではないか。そうした運営が可能になれば、地域コミ

ュニティの維持につながるなどの相乗効果も期待できると思う。 

○ パブリックコメントでは、高齢者からの反対意見はあったが、一定の理

解を示してくださっている方も多かった。若い世代や子育て世代の意見が

もっと出てきたらよかった。 

○ 公共施設で開催される教室等の予約枠が高齢者で埋まり、子育て世代が

行くところがなくて困っている実態も知ってほしい。 

○ 子育て世代や若い世代が公共施設を使いやすくすることなどについて

の意見が構成員からあったことはご留意いただきたい。 

○ 今の日本を築いたのは高齢者なので、大事にしないといけない。ただ、

自分のことは自分で管理するべきだと思うし、もう少し負担をお願いして

もいいのではないか。 

○ 値上げは必要な取組みだとは思うが、ヘビーユーザー対応（定期券、回

数券等）も必要なのではないか。回数券の割引率拡大案は、増収を求める

市側と負担増を避けたい利用者側の双方にとって有効な手段だと思う。 

○ 公共施設のあり方について長期的な視点で考えることや、維持するべき

施設かどうかの整理が必要ではないか。 
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